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 平成 13 年度改正で創設した組織再編成税制の後、「グループ」に関する税制は、平成 14 年度の連結納税制度、平成 22

年度のグループ法人税制と続いてきたわけですが、組織再編成税制と連結納税制度は大規模法人に適用されることが多か

ったことから、株主が個人の場合に「グループ」をどのように捉えるのかということは、従来、あまり意識されてこなかったように

思われます。 

 

 しかし、平成 22 年度のグループ法人税制は、強制適用の制度となっており、その対象に多くの中小法人が含まれることとな

るため、現在、株主が個人の場合の「グループ」の捉え方が重要なテーマとならざるを得ない状況となっています。 

 

 このため、以下、個人が株主となっている法人間で合併が行われることを想定し、「グループ」の捉え方に関して解説すること

としますが、平成 22 年度改正においては「グループ」の捉え方自体についても変更を加えており、やや分かりづらい状況とな

っているため、次のようなシンプルなケースについて、同改正前の捉え方と同改正後の捉え方に分けて説明することとします。 

 

 なお、法人税法においては、「グループ」は「支配関係」や「完全支配関係」という用語を用いて示されているわけですが、本

稿においては、この「完全支配関係」を取り上げることとします。  

１．平成 22 年度改正前の完全支配関係の捉え方 

 平成 22 年度改正前は、法人税法 2 条（定義）の 12 号の８イにおいて、100％グループ内の適格合併を定めており、その

100％グループ内の適格合併となる合併における被合併法人と合併法人との間の関係については政令に委任しています。 

 

 旧法人税法施行令４条の２（適格組織再編成における株式の保有関係等）の２項において、この関係を２つの号に分けて具

体的に規定していますが、株主が個人である場合には、次の同項２号に該当するのか否かが問題となります。  



 二 合併前に当該合併に係る被合併法人と合併法人との間に同一の者（当該者が個人であるときは、当該個人及び

これと前条第一項に規定する特殊の関係のある個人）によつてそれぞれの法人の発行済株式等の全部を直接又は

間接に保有される関係があり、かつ、当該合併後に当該者によつて当該合併法人の発行済株式等の全部を直接又

は間接に継続して保有されること（省略）が見込まれている場合における当該合併に係る被合併法人と合併法人と

の間の関係  

 

 この旧法人税法施行令４条の２第２項２号の「同一の者」が個人である場合には、基本的にはその個人が 100％グループ内

の全法人を支配する状態となっているということになりますが、同族会社の判定の場合にもあるように、個人の場合には、そ

の個人の親族も実態としてはその個人と一体という状態になっていることが通例であると考えられるため、その個人にその個

人の親族を含めて一体として 100％グループ内の全法人を支配するという状態となっている場合のその 100％グループ内の

被合併法人と合併法人の関係も合併を適格合併とする関係としよう、としているわけです。 

 

 ただし、この「同一の者」が個人である場合には、その解釈にやや幅があるという点に留意する必要があります。 

 

 この旧法人税法施行令４条の２第２項２号の「同一の者」は、被合併法人又は合併法人の株主に限られていませんので、そ

の括弧書き中の「個人」は、被合併法人又は合併法人の株主でなければならないというわけではなく、同号の関係をかなり広

く解釈することも、可能です。 

 

 他方、組織再編成税制に関しては、株式の所有を通じて支配されている「グループ」の中の法人の合併はそのような関係に

ない法人の組織再編成とは異なる取扱いをする必要があるという基本的な考え方で制度が創られており、旧法人税法施行令

４条の２第２項２号の「同一の者」の括弧書きに関しても、「個人」が法人のすべての株式を保有することでその法人のグルー

プを支配してそのグループの中に被合併法人と合併法人が存在しているという状態が想定されていることは間違いないことか

らすると、この「同一の者」は、少なくともグループ内の法人となる法人の株主でなければならない、という解釈を採ることがで

きます。 

 

 旧法人税法施行令４条の２第２項２号の「同一の者」の括弧書き中の「個人」に関しては、平成 22 年度改正前の実務におい

ても、その対象者をグループ内の法人の株式を保有していない者まで広げて捉えることは行われていなかったものと思われ、

上記の後者のような解釈が制度趣旨にも合致するものと考えられます。 

 

 このような解釈を採るということになると、上記の４社は完全支配関係にある、ということになります。 

 

 上記のようなケースでは、グループを支配している「個人」が乙又は丙であるということであれば、その親族である甲と丁を含

めた者が「同一の者」となることとなり、この「同一の者」が 4 つの法人を支配するということになりますが、現に乙又は丙がグ

ループを支配しているという場合を想定すると、甲が全株式を保有する法人と丁が全株式を保有する法人を含めて一つのグ

ループとして乙又は丙が 4 つの法人を支配するという状態となることが通例であると考えられます。  

２．平成 22 年度改正後の完全支配関係の判定 

 平成 22 年度改正により、同改正前の法人税法施行令４条の２第２項２号に規定されていた内容は４条の３第２項２号に規定

されており、次のとおりとされています。  

 二 合併前に当該合併に係る被合併法人と合併法人との間に同一の者による完全支配関係（省略）があり、かつ、

当該合併後に当該同一の者と当該合併に係る合併法人との間に当該同一の者による完全支配関係が継続すること



（省略）が見込まれている場合における当該合併に係る被合併法人と合併法人との間の関係 

  イ～ニ 省略  

 

 この法人税法施行令４条の３第２項２号の「同一の者」には個人の場合の特別な定めは設けられていませんが、これには上

記の旧法人税法施行令４条の２第２項２号の「同一の者」と同様の括弧書きが設けられているものとして解釈をする必要があ

ると考えます（『税理 2010．９ 臨時増刊号』Ｑ16 参照）』）。 

 

 平成 22 年度改正後においては、立法担当者は、このような「同一の者」との間に当事者間の完全支配の関係がある法人相

互の関係に関し、同改正前とは異なり、法人が 100％グループの中に存在している法人であるのか否かという観点からでは

なく、その文言そのままに、相互に 100％の資本関係にあるのか否かという観点から同号に該当するのか否かを判定すると

説明しています。平成 22 年度改正前は、グループ内の組織再編成であれば適格となるという考え方に基づいて制度と法令

の規定が作られているという前提に立って組織再編成税制の各規定を解釈することとされていたため、そのように判定すると

は解されていなかったわけですが、解釈変更の理由は不明なものの、同改正後は、そのような判定となると説明されていま

す。 

 

 法人税法施行令４条の３第２項２号をこのように解釈するということになると、被合併法人又は合併法人となる法人のみを見

て同号の関係があるのか否かを判定することとなり、上記のケースにおいては、被合併法人となる法人の株主と合併法人とな

る法人の株主はそれぞれ１人しかいないため、親族関係にない甲と丁がそれぞれ株式のすべてを保有する A 社と D 社に関

しては完全支配関係がない、ということになります。  

  


